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陳陳

情情

財
団
法
人
東
大
阪
市
公
園
協

会
問
題
調
査
特
別
委
員
会
は
、

約
三
千
八
百
万
円
の
事
務
所
改

修
工
事
等
が
問
題
と
な
っ
た
公

園
協
会
の
移
転
に
関
す
る
真
相

究
明
を
行
う
た
め
設
置
さ
れ
、

二
十
一
年
五
月
か
ら
本
年
二
月

十
七
日
ま
で
十
一
回
に
わ
た
り

委
員
会
を
開
催
し
、
公
園
協
会

の
諸
問
題
に
つ
い
て
調
査
を
進

め
て
き
た
。

○
協
会
事
務
所
移
転
の
問
題

ま
ず
公
園
協
会
の
事
務
所
移

転
に
つ
い
て
は
、
市
と
協
議
す

る
中
で
移
転
先
は
旧
英
田
消
防

出
張
所
の
跡
地
と
決
ま
っ
た
。

協
会
が
そ
こ
を
移
転
先
に
選
ん

だ
の
は
、
業
者
が
以
前
に
そ
の

建
物
を
建
築
し
た
こ
と
が
あ
る

の
を
知
り
、
事
務
所
の
改
修
も

引
き
続
き
同
業
者
に
依
頼
す
る

こ
と
を
前
提
に
選
ん
だ
の
で
は

な
い
の
か
と
の
疑
念
が
あ
る
。

○
不
適
切
な
契
約
事
務
の
問
題

事
務
所
改
修
工
事
の
契
約
に

関
し
、
競
争
入
札
に
よ
っ
て
業

者
選
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
、
協
会
の
会
計
処
理

規
程
に
違
反
し
て
、
随
意
契
約

の
手
法
で
あ
る
見
積
り
合
わ
せ

に
よ
り
業
者
を
決
定
し
て
い
る
。

ま
た
業
者
の
選
考
に
あ
た
っ

て
現
場
説
明
に
は
中
地
区
の
業

者
一
者
の
み
を
呼
び
、
そ
の
業

者
に
対
し
他
の
業
者
二
者
の
見

積
り
を
と
る
よ
う
に
依
頼
し
て

い
る
。
協
会
は
、
こ
の
よ
う
な

疑
念
を
も
た
れ
る
見
積
書
の
作

成
依
頼
を
行
っ
て
い
る
。

工
事
の
契
約
に
あ
た
っ
て
、

事
務
所
改
修
費
用
の
予
算
は
理

事
会
で
決
定
し
た
も
の
の
財
産

の
取
得
は
理
事
会
に
諮
ら
ず
、

理
事
長
の
決
裁
の
み
で
契
約
を

結
ん
だ
の
は
、
理
事
会
を
無
視

し
た
不
適
切
な
行
為
で
あ
る
。

ま
た
二
十
三
年
度
末
に
協
会

が
他
の
外
郭
団
体
と
統
廃
合
を

予
定
し
て
い
る
の
に
、
約
三
千

八
百
万
円
も
か
け
て
改
修
工
事

を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
思

え
な
い
。

ま
た
、
協
会
は
工
事
が
見
積

り
ど
お
り
行
わ
れ
て
い
る
の
か

を
十
分
に
把
握
を
し
て
お
ら
ず

引
渡
し
に
お
い
て
も
、
工
事
完

了
の
検
査
手
続
を
徹
底
し
て
い

な
い
。
ま
た
市
は
工
事
の
内
容

に
対
し
適
正
な
契
約
金
額
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
検
証
し
て
い

な
い
。

○
建
物
取
壊
し
に
伴
う
問
題

プ
レ
ハ
ブ
建
物
に
つ
い
て
は

建
築
確
認
申
請
を
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
基
礎
や
壁
な
ど
に
強
度
が

不
足
す
る
不
適
格
な
も
の
と
わ

か
り
、
建
物
の
取
壊
し
を
行
っ

た
。
協
会
と
業
者
が
費
用
負
担

の
協
議
を
行
い
、
取
壊
し
費
用

し
か
業
者
が
負
担
に
応
じ
な
い

た
め
公
園
協
会
は
建
物
工
事
費

等
約
四
百
万
円
の
損
失
と
な
っ

た
。ま

た
、
建
築
確
認
申
請
を
し

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

業
者
か
ら
「
こ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
で
は
あ
ま
り
問
題
に
な
る
こ

と
は
な
い
」
と
の
話
が
あ
る
な

か
で
、
移
転
時
期
が
迫
っ
て
い

た
こ
と
を
理
由
に
事
後
の
手
続

で
ど
う
に
か
な
る
と
元
事
務
局

長
が
安
易
に
判
断
を
し
た
。
し

か
し
、
業
者
は
依
頼
主
に
対
し

法
令
に
よ
る
手
続
行
為
を
詳
し

く
説
明
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
業
者
に
は
協
会
以
上
の

過
失
責
任
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。業

者
が
費
用
負
担
を
し
な
い

の
な
ら
、
裁
判
所
に
訴
え
を
起

こ
し
、
司
法
の
判
断
に
よ
り
財

産
の
回
復
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

協
会
を
管
理
監
督
す
る
市
は

協
会
の
財
産
損
失
に
つ
い
て
検

証
が
必
要
な
の
に
、
い
ま
だ
に

明
確
な
説
明
が
な
い
。

○
市
の
管
理
監
督
責
任
に
つ
い

て
理
事
会
で
建
物
改
修
が
審
議

さ
れ
た
際
、
業
者
選
定
の
手
法

や
見
積
り
が
適
切
な
も
の
な
の

か
を
協
会
の
理
事
に
就
任
し
て

い
る
市
の
関
係
部
局
長
す
ら
確

認
で
き
ず
、
管
理
監
督
責
任
を

果
た
さ
な
か
っ
た
。

外
郭
団
体
に
対
す
る
指
導
監

督
の
徹
底
を
欠
い
た
こ
と
に
つ

い
て
当
局
の
責
任
は
極
め
て
大

き
い
も
の
が
あ
る
。

市
の
外
郭
団
体
の
問
題
と
は

い
え
、
こ
れ
が
報
道
機
関
に
よ

り
報
じ
ら
れ
市
民
に
ご
心
配
を

お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま

た
市
議
会
に
百
条
委
員
会
を
設

置
す
る
ほ
ど
の
問
題
に
拡
大
し

た
こ
と
に
関
し
当
局
に
は
深
く

反
省
を
求
め
る
。

以
上
が
調
査
内
容
の
要
旨
で
、

公
園
協
会
問
題
に
つ
い
て
は
当

委
員
会
の
調
査
は
尽
く
し
た
と

の
判
断
か
ら
調
査
を
終
了
す
べ

き
と
決
定
し
ま
し
た
。

東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた
被災地の皆様に、心からお見舞い申し上げます

被災された方々への支援のため東大阪市議会と
して、次の取り組みを行いました。
３月１２日 義援金１００万円を全会派一致で決定

し、日本赤十字社を通じて送金しま
した。

３月２５日 市内５カ所の駅頭で募金活動を行い
ました。ご協力ありがとうございま
した。募金額４６万８，２８０円は日本赤十
字社を通じて送金しました。

４月１１日 自転車１００台と空気入れ、パンク修理
セットの支援を全会派一致で決定し、
被災地へ送りました。

市議会は引き続き支援活動を進めてまいります。

東大阪市副市長奥島徹君に対する問責決議
副市長とは、市長を補佐し、市長の命を受けて政策の企画立案を行い、その補助機
関である職員の担任する事務を監督し、ときには市長の職務代理として事務を執行す
る重要な役職である。
そのように重要な地位にありながら奥島副市長は、平成２２年度公共下水道第１工区
管きょ築造工事の総合評価方式による入札の中止に関して、３月１６日に総務委員会に
提出した以外の公文書はないとの答弁をした。
しかし、担当部局が他の公文書の存在を認める答弁をしたことから、総務委員会委
員が担当部局の執務室まで調査に行き、入札中止の他の公文書の存在を確認したこと
で、公文書の隠蔽を行っていたことが明らかとなった。
また、３月１６日の提出資料は、原本の一部を削除し改ざんしたうえで提出していた
ことも明らかになった。
そもそも、平成２０年度において、予算が認められていた当該工事を、新川俣幹線流域接
続工事に振り替えたことから起因しており、議会において、様々な指摘がなされている。
奥島副市長の「他の公文書はなかった」という虚偽の答弁、公文書の隠蔽、及び改
ざんを行ったことは犯罪行為に等しく、到底看過できるものではなく、議会と行政の
信頼関係を損ない、市民の行政に対する不信感を募らせるものであり、その政治的、
道義的責任は誠に重大である。
よって、東大阪市議会は、奥島副市長に対し猛省を促し問責するものである。
以上、決議する。

平成２３年３月２２日
東大阪市議会

今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
陳

情
は
所
管
の
常
任
委
員
会
に
回

付
さ
れ
ま
し
た
。

▼
府
道
二
十
一
号
（
八
尾
枚
方

線
）
歩
道
拡
幅
に
つ
い
て

▼
建
物
収
去
土
地
明
渡
等
請
求

に
対
す
る
和
解
に
つ
い
て

百
条
委
員
会（
財
団
法
人
東
大
阪
市
公
園
協
会
問
題

調
査
特
別
委
員
会
）の
調
査
結
果
報
告

（８）第１６８号東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成２３年５月１日


